
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表

 

改

 

正

 

案

 

現

   

行

 

目 次

 

（ 現 行 の と お り ）

 

目 次

 

（ 略 ）

 
第 一 条 か ら 第 三 条 の 七 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 一 条 か ら 第 三 条 の 七 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 等 ）

 

（ 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 等 ）

 

第 四 条

 

条 例 第 五 条 の 七 第 八 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 事 業

所 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 （ 燃 料 及 び こ れ を 熱 源 と す る 熱

（ 他 人 か ら 供 給 さ れ た も の に 限 る 。 ） 並 び に 電 気 （ 燃 料 を 変 換 し て 得

ら れ た 電 気 で あ っ て 、 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自 ら 使 用 す る も の 並

び に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー を 変 換 し て 得 ら れ た 電 気 で あ っ て 、 当 該 電 気

を 発 生 さ せ た 者 が 自 ら 使 用 す る も の 及 び 当 該 電 気 の み を 供 給 す る 者

か ら 供 給 （ 電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項

第 十 五 号 の 託 送 供 給 を 除 く 。 ） を 受 け た も の を 除 く 。 ） の 年 度 の 使 用 量

（ 別 表 第 一 の 二 の 第 一 欄 に 掲 げ る 燃 料 等 の 区 分 ご と に 同 表 の 第 二 欄

に 掲 げ る 単 位 で 表 し た 量 を い う 。 ） に 、 当 該 区 分 に 応 じ 当 該 燃 料 等 の

一 当 該 単 位 当 た り の ギ ガ ジ ュ ー ル で 表 し た 発 熱 量 と し て 同 表 の 第 三

欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ て 得 ら れ る 発 熱 量 を 合 算 し 、 発 熱 量 一 ギ ガ

ジ ュ ー ル を 原 油 〇 ・ 〇 二 五 八 キ ロ リ ッ ト ル と し て 換 算 す る 方 式 に よ り

原 油 の 数 量 に 換 算 し た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 千 五 百 キ ロ リ ッ ト

ル 以 上 で あ る こ と と す る 。 た だ し 、 事 業 所 の う ち 、 次 に 掲 げ る 者 が 所

有 す る 部 分 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 合 計 が 当 該 事 業 所

全 体 に お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 二 分 の 一 以 上 で あ る 場 合

に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。

 

一

 

中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 五 十 四 号 ） 第 二 条 第 一 項

に 規 定 す る 中 小 企 業 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 中 小 企 業 者 」 と い う 。 ）

の う ち 、 次 の 要 件 に 該 当 す る も の を 除 い た も の

 

 

第 四 条

 

条 例 第 五 条 の 七 第 八 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 事 業 所 に

お け る 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 （ 燃 料 及 び こ れ を 熱 源 と す る 熱 （ 他 人

か ら 供 給 さ れ た も の に 限 る 。 ） 並 び に 電 気 （ 燃 料 を 変 換 し て 得 ら れ た 電

気 で あ っ て 、 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た 者 が 自 ら 使 用 す る も の 並 び に 再 生 可

能 エ ネ ル ギ ー を 変 換 し て 得 ら れ た 電 気 で あ っ て 、 当 該 電 気 を 発 生 さ せ た

者 が 自 ら 使 用 す る も の 及 び 当 該 電 気 の み を 供 給 す る 者 か ら 供 給 （ 電 気 事

業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 十 五 号 の 託 送 供 給

を 除 く 。 ） を 受 け た も の を 除 く 。 ） の 年 度 の 使 用 量 （ 別 表 第 一 の 二 の 第 一

欄 に 掲 げ る 燃 料 等 の 区 分 ご と に 同 表 の 第 二 欄 に 掲 げ る 単 位 で 表 し た 量

を い う 。 ） に 、 当 該 区 分 に 応 じ 当 該 燃 料 等 の 一 当 該 単 位 当 た り の ギ ガ

ジ ュ ー ル で 表 し た 発 熱 量 と し て 同 表 の 第 三 欄 に 掲 げ る 係 数 を 乗 じ て 得

ら れ る 発 熱 量 を 合 算 し 、 発 熱 量 一 ギ ガ ジ ュ ー ル を 原 油 〇 ・ 〇 二 五 八 キ ロ

リ ッ ト ル と し て 換 算 す る 方 式 に よ り 原 油 の 数 量 に 換 算 し た も の を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 千 五 百 キ ロ リ ッ ト ル 以 上 で あ る こ と と す る 。

 



ア

 

当 該 中 小 企 業 者 が 持 株 会 社 （ 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確

保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 五 十 四 号 ） 第 九 条 第 四 項 第

一 号 の 持 株 会 社 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、

か つ 、 そ の 子 会 社 （ 同 法 第 九 条 第 五 項 の 子 会 社 を い う 。 以 下 こ の

号 に お い て 同 じ 。 ） が 大 企 業 （ 中 小 企 業 者 以 外 の 会 社 を い う 。 以

下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ る と き そ の 他 当 該 中 小 企 業 者 が 大

企 業 の 経 営 を 実 質 的 に 支 配 す る こ と が 可 能 と な る 関 係 に あ る も

の と し て 知 事 が 認 め る も の （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 特 定 中 小 企 業 」

と い う 。 ） で あ る 場 合

 

イ

 

一 の 大 企 業 若 し く は 特 定 中 小 企 業 又 は そ の 役 員 が 、 当 該 中 小 企

業 者 の 発 行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 価 額 の 総 額 の 二 分 の 一 以 上 を

所 有 し て い る 場 合

 

ウ

 

複 数 の 大 企 業 若 し く は 特 定 中 小 企 業 又 は そ の 役 員 が 、 当 該 中 小

企 業 者 の 発 行 済 株 式 の 総 額 又 は 出 資 価 額 の 総 額 の 三 分 の 二 以 上

を 所 有 し て い る 場 合

 

エ

 

一 の 大 企 業 又 は 特 定 中 小 企 業 の 役 員 又 は 職 員 が 、 当 該 中 小 企 業

者 の 役 員 総 数 の 二 分 の 一 以 上 を 兼 務 し て い る 場 合
 

オ

 

イ か ら エ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 中 小 企 業 者 （ ア か ら エ ま で

の 要 件 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 次 号 か ら 第 六 号 ま で に 該 当

す る も の 以 外 の も の が 当 該 中 小 企 業 者 の 経 営 を 実 質 的 に 支 配 す

る こ と が 可 能 と な る 関 係 に あ る と 知 事 が 認 め る 場 合

 

二

 

中 小 企 業 団 体 の 組 織 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 八 十 五

号 ） 第 三 条 第 一 項 第 七 号 に 規 定 す る 協 業 組 合 、 同 項 第 八 号 に 規 定 す

る 商 工 組 合 又 は 同 項 第 九 号 に 規 定 す る 商 工 組 合 連 合 会

   

 

三

 

中 小 企 業 等 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 一 号 ） 第 三 条

第 一 号 に 規 定 す る 事 業 協 同 組 合 、 同 条 第 一 号 の 二 に 規 定 す る 事 業 協

同 小 組 合 、 同 条 第 二 号 に 規 定 す る 信 用 協 同 組 合 、 同 条 第 三 号 に 規 定

す る 協 同 組 合 連 合 会 又 は 同 条 第 四 号 に 規 定 す る 企 業 組 合

 



四

 

商 店 街 振 興 組 合 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 商 店 街 振 興 組 合 又 は 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会

 

五

 

生 活 衛 生 関 係 営 業 の 運 営 の 適 正 化 及 び 振 興 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三

十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 生 活 衛 生 同 業 組 合 、 同

法 第 五 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 生 活 衛 生 同 業 小 組 合 又 は 同 法

第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 生 活 衛 生 同 業 組 合 連 合 会

 

 

六

 

個 人

 

２ 及 び ３

 

（ 現 行 の と お り ）

 

２ 及 び ３

 

（ 略 ）

 

第 四 条 の 二 か ら 第 四 条 の 七 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 二 か ら 第 四 条 の 七 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 指 定 の 取 消 し ）

 

（ 指 定 の 取 消 し ）

 

第 四 条 の 八

 

条 例 第 五 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 、 別 記 第 一 号 様 式 の 九 に

よ る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 廃 止 等 届 出 書 に 、 同 号 の い ず れ か に 該

当 す る こ と を 証 す る 書 類 （ 第 一 号 又 は 次 項 第 二 号 に 該 当 す る 場 合 を 除

き 、 届 出 の 前 年 度 の 特 定 温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 に つ い て 登 録 検 証 機

関 に よ る 検 証 の 結 果 を 含 む 。 ） を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

 

第 四 条 の 八

 

条 例 第 五 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 、 別 記 第 一 号 様 式 の 九 に よ る

指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 廃 止 等 届 出 書 に 、 同 号 の い ず れ か に 該 当 す る

こ と を 証 す る 書 類 （ 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 届 出 の 前 年 度 の 特 定

温 室 効 果 ガ ス 年 度 排 出 量 に つ い て 登 録 検 証 機 関 に よ る 検 証 の 結 果 を 含

む 。 ） を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

 

 

一 か ら 三 ま で （ 現 行 の と お り ）

  

一 か ら 三 ま で （ 略 ）

 

２

 

条 例 第 五 条 の 十 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 の

い ず れ か に 該 当 す る こ と と す る 。

 

２

 

条 例 第 五 条 の 十 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 前 年 度

の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 が 千 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 で あ る こ と と す る 。

 

 

一

 

前 年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 が 、 千 キ ロ リ ッ ト ル 未 満 で あ

る こ と 。

 

 

 

二

 

事 業 所 の う ち 第 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 が 所 有 す る 部 分 に お

け る 前 年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 合 計 が 、 当 該 事 業 所 全

体 に お け る 前 年 度 の 原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 二 分 の 一 以 上 で

あ る こ と 。

 

 



３ 及 び ４

 

（ 現 行 の と お り ）

 

３ 及 び ４

 

（ 略 ）

 

第 四 条 の 九 か ら 第 四 条 の 十 五 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 九 か ら 第 四 条 の 十 五 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 削 減 義 務 率 ）

 

（ 削 減 義 務 率 ）

 

第 四 条 の 十 六

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 十 六

 

（ 略 ）

 

事 業 所 の 種 類

 

割 合

 

一

 

（ 現 行 の と お り ）

 

 

 

（
一

）

 

（ 現 行 の と お り ）

 

ア

 

（ 現 行 の と お り ）

 

イ

 

熱 供 給 事 業 所 以 外

で 、 知 事 が 別 に 定 め る

基 準 と な る 期 間 に お

け る 他 人 か ら 供 給 さ

れ た 熱 に 係 る 原 油 換

算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量

の 、 当 該 期 間 に お け る

全 て の 燃 料 等 に 係 る

原 油 換 算 エ ネ ル ギ ー

使 用 量 に 占 め る 割 合

が 平 均 で 二 割 未 満 で

あ る も の （ 以 下 「 自 己

熱 源 事 業 所 」 と い う 。 ）

 

 

（ 現 行 の

と お り ）

 

 

（
二

）

 

（ 現 行 の と お り ）

 

（ 現 行 の

と お り ）

 

 

  

 

  

二

 

（ 現 行 の と お り ）

 

（ 現 行 の

事 業 所 の 種 類

 

割 合

 

一

 

（ 略 ）

 

 

 

（
一

）

 

（ 略 ）

 

ア

 

（ 略 ）

 

イ

 

熱 供 給 事 業 所 以 外

で 、 知 事 が 別 に 定 め る

基 準 と な る 期 間 に お

け る 他 人 か ら 供 給 さ

れ た 熱 に 係 る 原 油 換

算 エ ネ ル ギ ー 使 用 量

の 、 当 該 期 間 に お け る

す べ て の 燃 料 等 に 係

る 原 油 換 算 エ ネ ル

ギ ー 使 用 量 に 占 め る

割 合 が 平 均 で 二 割 未

満 で あ る も の

 

 

 

 

（ 略 ）

 

 

(
二

)

 

（ 略 ）

 

（ 略 ）

 

 

  

 

  

二

 

（ 略 ）

 

（ 略 ）

 



と お り ）

 

 
 

 

２

 

条 例 第 五 条 の 十 二 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 区 分 ご と に 定 め る 平 成

二 十 七 年 度 か ら 始 ま る 削 減 計 画 期 間 に お け る 削 減 義 務 率 （ 以 下 「 第 二

期 削 減 義 務 率 」 と い う 。 ） は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に

応 じ 、 平 成 二 十 六 年 度 ま で に 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 該 当 し た 事

業 所 （ 以 下 「 第 一 期 該 当 事 業 所 」 と い う 。 ） に あ っ て は 当 該 中 欄 に 掲

げ る 割 合 、 平 成 二 十 七 年 度 以 後 に 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 該 当 し

た 事 業 所 に あ っ て は 当 該 下 欄 に 掲 げ る 割 合 と す る 。

 

 

事 務 所 の 種 類

 

割 合 一

 

割 合 二

 

一

 

第 一 区 分 事 業 所

 

(
一

)

 

次 に 掲 げ

る 事 業 所

 

 

ア

 

熱 供 給

事 業 所

 

  

イ

 

自 己 熱

源 事 業 所

 

百 分 の 十 七

 

百 分 の

八

 

 

（
二

）

 

（
一

）

以 外 の

も の

 

百 分 の 十 五

 

百 分 の

六

 

二

 

第 二 区 分 事 業 所

 

 

百 分 の 十 五

 

 

百 分 の

六

 

３

 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 期 該 当 事 業 所 の う ち 、 次 の 表 の 上 欄

に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 該 当 す る も の の 第 二 期 削 減 義 務 率 は 、 同 欄 に

掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 、 前 項 の 表 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応

じ た 当 該 中 欄 に 掲 げ る 割 合 か ら 、 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 割 合 を 減 じ て

得 た 割 合 と す る 。

 

事 業 所 の 種 類

 

割 合

 

一

 

特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の う ち 、 そ の 主

た る 需 要 設 備 （ 電 気 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 四

百 分 の 四

 

 



十 年 政 令 第 二 百 六 号 ） 第 九 条 の 表 に 規 定 す

る 需 要 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 次 に 掲 げ

る 規 定 に 規 定 す る 需 要 設 備 で 構 成 さ れ る も

の

 

ア

 

使 用 最 大 電 力 の 制 限 に 係 る 経 済 産 業

大 臣 が 指 定 す る 地 域 、 期 間 等 （ 平 成 二 十

三 年 経 済 産 業 省 告 示 第 百 二 十 六 号 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 告 示 」 と い う 。 ） 第 五

条 第 一 項 第 一 号 ア

 

イ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 一 号 イ

 

ウ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 ア （ 需 要 変 動

の 率 が 十 パ ー セ ン ト 未 満 の 需 要 設 備 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ）

 

二

 

特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の う ち 、 そ の 主

た る 需 要 設 備 が 次 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す る

需 要 設 備 で 構 成 さ れ る も の 。 た だ し 、 ア 及 び

オ に あ っ て は 、 東 京 都 が 当 該 特 定 地 球 温 暖 化

対 策 事 業 所 に 係 る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業

者 で あ る 場 合 を 除 く 。

 

ア

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 一 号 エ

 

イ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 一 号 キ

 

ウ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 ア （ 需 要 変 動

の 率 が 十 パ ー セ ン ト 以 上 十 五 パ ー セ ン

ト 未 満 の 需 要 設 備 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

 

エ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 エ

 

オ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 オ

 

カ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 カ

 

キ

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 キ

 

百 分 の 二

 



ク

 

告 示 第 五 条 第 一 項 第 二 号 ク

 
 

第 四 条 の 十 七 か ら 第 四 条 の 十 九 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 十 七 か ら 第 四 条 の 十 九 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 削 減 義 務 率 ）

 

（ 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 に 係 る 削 減 義 務 率 ）

 
第 四 条 の 二 十

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 二 十

 

（ 略 ）

 

２

 

（ 現 行 の と お り ）

 

２

 

（ 略 ）

 

３

 

（ 現 行 の と お り ）

 

 

一

 

地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事

が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 次 号 の

事 業 所 を 除 く 。 ）

 

第 四 条 の 十 六 各 項 に 規 定 す る 削 減 義 務 率 の 四 分

の 三

 

 

二

 

地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 極 め て 優 れ た 事 業 所 と し て 知

事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所

 

第 四

条 の 十 六 各 項 に 規 定 す る 削 減 義 務 率 の 二 分 の 一

 

３

 

（ 略 ）

 

 

一

 

地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が

別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 （ 次 号 の 事 業 所

を 除 く 。 ）

 

第 四 条 の 十 六 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 、

当 該 下 欄 に 掲 げ る 割 合 の 四 分 の 三

 

 

二

 

地 球 温 暖 化 の 対 策 の 推 進 の 程 度 が 極 め て 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事

が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所

 

第 四 条 の

十 六 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 業 所 の 種 類 に 応 じ 、 当 該 下 欄 に 掲 げ る 割 合

の 二 分 の 一

 

４ 及 び ５

 

（ 現 行 の と お り ）

 

４ 及 び ５

 

（ 略 ）

 

第 四 条 の 二 十 一 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 六 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 二 十 一 か ら 第 四 条 の 二 十 一 の 十 六 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 添 付 書 類 ）

 

（ 添 付 書 類 ）

 

第 四 条 の 二 十 一 の 十 七

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 二 十 一 の 十 七

 

（ 略 ）

 

２ （ 現 行 の と お り ）

 

２

 

（ 略 ）

 

 

一

 

（ 現 行 の と お り ）

  

一

 

（ 略 ）

 

 

二

 

既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の の 記 載 内

容 に 変 更 が な い 場 合 （ 前 項 第 一 号 又 は 第 二 号 の 書 面 に 添 付 す る 場

合 を 除 く 。 ）

 

当 該 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の

 

 

 

三

 

（ 現 行 の と お り ）

  

二

 

（ 略 ）

 

第 四 条 の 二 十 一 の 十 八 か ら 第 五 条 の 十 一 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 四 条 の 二 十 一 の 十 八 か ら 第 五 条 の 十 一 ま で

 

（ 略 ）

 

（ 検 証 業 務 の 実 施 方 法 ）

 

（ 検 証 業 務 の 実 施 方 法 ）
 



第 五 条 の 十 二

 

（ 現 行 の と お り ）

 

２

 

（ 現 行 の と お り ）

 

一

 

（ 現 行 の と お り ）

 

二

 

当 該 登 録 検 証 機 関 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に お け る 親 株 式 会 社

(

当

該 登 録 検 証 機 関 を 子 会 社 （ 会 社 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第

二 条 第 三 号 に 規 定 す る 子 会 社 を い う 。 ） と す る 株 式 会 社 を い う 。

) 

三 か ら 五 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 五 条 の 十 二

 

（ 略 ）

  

２

 

（ 略 ）

 

一

 

（ 略 ）

 

二

 

当 該 登 録 検 証 機 関 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に お け る 親 株 式 会 社

(

当 該

登 録 検 証 機 関 を 子 会 社 と す る 株 式 会 社 を い う 。

) 

 

三 か ら 五 ま で

 

（ 略 ）

 

第 五 条 の 十 三 か ら 第 八 十 三 条 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

第 五 条 の 十 三 か ら 第 八 十 三 条 ま で

 

（ 略 ）

 

別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で

 

（ 略 ）

 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で

 

（ 現 行 の と お り ）

 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で

 

（ 略 ）

 

 


